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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上翼板（２１）と下翼板（２２）とが案内柱（２３）により前端側で連結されたスライ
ダー胴体（２０）と、前記上翼板（２１）に形成される引手取付部（３０，４０，５０）
に取り付けられる引手（１１，１１Ｂ，１１Ｃ）と、を備えるスライドファスナー用スラ
イダー（１０）であって、
　前記引手取付部（３０，４０，５０）は、前記上翼板（２１）の上面に突設される左右
一対の第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ，５１Ｌ，５１Ｒ）と、前記左右一対
の第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ，５１Ｌ，５１Ｒ）間を連結する第２部材
（３２，４２，５２）と、を有し、
　前記第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ，５１Ｌ，５１Ｒ）は、基部（３３，
４３，５３）と、前記基部（３３，４３，５３）から前方及び後方の少なくとも一方に向
けて延設される壁部（３４，４４，５４）と、を有し、
　前記基部（３３，４３，５３）は、前記第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ，
５１Ｌ，５１Ｒ）において、前記第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ，５１Ｌ，
５１Ｒ）と前記第２部材（３２，４２，５２）が連結する部分から、前記第２部材（３２
，４２，５２）の前後方向幅（Ｌ２）と同じ寸法で左右方向及び上下方向に延設された部
分であり、
　前記引手（１１，１１Ｂ，１１Ｃ）が紐状部材（１２，１２Ｂ，１２Ｃ）を有し、
　前記左右一対の第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ，５１Ｌ，５１Ｒ）、前記



(2) JP 6349394 B2 2018.6.27

10

20

30

40

50

第２部材（３２，４２，５２）、及び前記上翼板（２１）の上面により、前記引手（１１
，１１Ｂ，１１Ｃ）の前記紐状部材（１２，１２Ｂ，１２Ｃ）を挿入するための引手挿通
路（２８）が前後方向に沿って形成され、
　前記紐状部材（１２，１２Ｂ，１２Ｃ）は、前記引手挿通路（２８）内に前方又は後方
から挿入され、前記引手取付部（３０，４０，５０）に取り付けられることを特徴とする
スライドファスナー用スライダー（１０）。
【請求項２】
　前記壁部（３４，５４）は、前記基部（３３，５３）から前方及び後方の両方に向けて
延設されることを特徴とする請求項１に記載のスライドファスナー用スライダー（１０）
。
【請求項３】
　前記左右一対の第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ）の互いに対向する側面が
傾斜面（３５，４５）にそれぞれ形成され、
　前記左右の傾斜面（３５，４５）の上端部間の間隔（Ｓ１）が、前記左右の傾斜面（３
５，４５）の下端部間の間隔（Ｓ２）よりも大きく設定されることを特徴とする請求項１
又は２に記載のスライドファスナー用スライダー（１０）。
【請求項４】
　前記第２部材（３２，４２）は、前記第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ）の
左右方向幅（Ｗ）が最大となる位置に配置されることを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載のスライドファスナー用スライダー（１０）。
【請求項５】
　前記第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ）の上面（３７，４７）は、前記第１
部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ）の上下方向幅（Ｔ）が前端側及び後端側に向か
って漸減するように形成され、
　前記第２部材（３２，４２）は、前記第１部材（３１Ｌ，３１Ｒ，４１Ｌ，４１Ｒ）の
上下方向幅（Ｔ）が最大となる位置に配置されることを特徴とする請求項２～４のいずれ
か１項に記載のスライドファスナー用スライダー（１０）。
【請求項６】
　前記第２部材（３２，４２）に凹部（３２ａ，４２ａ）が形成されることを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載のスライドファスナー用スライダー（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライドファスナー用スライダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のスライドファスナー用スライダーとしては、スライダー胴体と、スライダー胴体
の上翼板の上面に形成される引手取付部に取り付けられる引手と、を備え、引手取付部が
、スライダー胴体の幅方向に沿った門型形状に形成されるものが知られている（例えば、
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特開２００９－０５６０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に記載のスライドファスナー用スライダーでは、引手取付部
に紐状部材を有する引手を取り付ける場合、引手取付部が門型形状であるため、引手取付
部内に引手の紐状部材を挿入し難く、引手取付部への引手の取り付けが困難であった。ま
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た、引手取付部が幅の小さい門型形状であるため、引手取付部の強度が低かった。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、引手を引手取付部
に容易に取り付けることができ、また、引手取付部の強度を向上することができるスライ
ドファスナー用スライダーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
（１）上翼板と下翼板とが案内柱により前端側で連結されたスライダー胴体と、上翼板に
形成される引手取付部に取り付けられる引手と、を備えるスライドファスナー用スライダ
ーであって、引手取付部は、上翼板の上面に突設される左右一対の第１部材と、左右一対
の第１部材間を連結する第２部材と、を有し、第１部材は、基部と、基部から前方及び後
方の少なくとも一方に向けて延設される壁部と、を有し、基部は、第１部材において、第
１部材と第２部材が連結する部分から、第２部材の前後方向幅と同じ寸法で左右方向及び
上下方向に延設された部分であり、引手が紐状部材を有し、左右一対の第１部材、第２部
材、及び上翼板の上面により、引手の紐状部材を挿入するための引手挿通路が前後方向に
沿って形成され、その紐状部材は、引手挿通路内に前方又は後方から挿入され、引手取付
部に取り付けられることを特徴とするスライドファスナー用スライダー。
（２）壁部は、基部から前方及び後方の両方に向けて延設されることを特徴とする（１）
に記載のスライドファスナー用スライダー。
（３）左右一対の第１部材の互いに対向する側面が傾斜面にそれぞれ形成され、左右の傾
斜面の上端部間の間隔が、左右の傾斜面の下端部間の間隔よりも大きく設定されることを
特徴とする（１）又は（２）に記載のスライドファスナー用スライダー。
（４）第２部材は、第１部材の左右方向幅が最大となる位置に配置されることを特徴とす
る（１）～（３）のいずれか１つに記載のスライドファスナー用スライダー。
（５）第１部材の上面は、第１部材の上下方向幅が前端側及び後端側に向かって漸減する
ように形成され、第２部材は、第１部材の上下方向幅が最大となる位置に配置されること
を特徴とする（２）～（４）のいずれか１つに記載のスライドファスナー用スライダー。
（６）第２部材に凹部が形成されることを特徴とする（１）～（４）のいずれか１つに記
載のスライドファスナー用スライダー。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、引手取付部は、上翼板の上面に突設される左右一対の第１部材と、左
右一対の第１部材間を連結する第２部材と、を有し、第１部材は、基部と、基部から前方
及び後方の少なくとも一方に向けて延設される壁部と、を有し、基部は、第１部材におい
て、第１部材と第２部材が連結する部分から、第２部材の前後方向幅と同じ寸法で左右方
向及び上下方向に延設された部分であり、引手が紐状部材を有し、左右一対の第１部材、
第２部材、及び上翼板の上面により、引手の紐状部材を挿入するための引手挿通路が前後
方向に沿って形成され、その紐状部材は、引手挿通路内に前方又は後方から挿入され、引
手取付部に取り付けられる。このため、引手を引手取付部に取り付ける際に、引手の紐状
部材が左右の第１部材の壁部により案内されるので、引手の紐状部材を引手取付部内に容
易に挿入することができ、引手を引手取付部に容易に取り付けることができる。また、第
１部材が壁部を有するため、引手取付部の強度を向上することができる。なお、引手取付
部の強度とは、引手を操作する際の引張強度や、金属で形成したスライダー胴体に対して
バレル研磨を施す場合などに引手取付部が破壊されるのを防ぐ強度である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係るスライドファスナー用スライダーの第１実施形態が使用されたスラ
イドファスナーを説明する表面図である。
【図２】図１に示すスライダーの斜視図である。
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【図３】図２に示すスライダーの上面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図２に示すスライダーの後面図である。
【図６】本発明に係るスライドファスナー用スライダーの第２実施形態を説明する斜視図
である。
【図７】図６に示すスライダーの上面図である。
【図８】図７のＢ－Ｂ線断面図である。
【図９】本発明に係るスライドファスナー用スライダーの第３実施形態を説明する斜視図
である。
【図１０】図９のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１１】図１０に示す引手を前方に移動した状態の図１０に対応する断面図である。
【図１２】図１０のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１３】本発明に係るスライドファスナー用スライダーの第４実施形態を説明する斜視
図である。
【図１４】図１３のＥ－Ｅ線断面図である。
【図１５】図１４のＦ－Ｆ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係るスライドファスナー用スライダーの各実施形態について、図面に基
づいて詳細に説明する。なお、以後の説明において、スライダーに関しては、上側とは図
３の紙面に対して手前側、下側とは図３の紙面に対して奥側、前側とは図３の紙面に対し
て上側、後側とは図３の紙面に対して下側、右側とは図３の紙面に対して右側、左側とは
図３の紙面に対して左側とする。また、左右方向は幅方向とも言う。より詳細には、スラ
イダーにおいてファスナーエレメントが分離して出てくる側を前側、ファスナーエレメン
トが噛合して出てくる側を後側とし、スライダーの摺動方向を前後方向(長さ方向)、前後
方向と直交且つファスナーテープと平行な方向を左右方向（幅方向）、前後方向及び左右
方向に直交する方向を上下方向とする。
【００１０】
（第１実施形態）
　まず、図１～図８を参照して、本発明に係るスライドファスナー用スライダーの第１実
施形態について説明する。
【００１１】
　まず、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０（以下、単に「スライダー１
０」とも言う）が採用されたスライドファスナーＳＦについて説明する。このスライドフ
ァスナーＳＦは、図１に示すように、左右一対のファスナーテープＦＴと、左右のファス
ナーテープＦＴの対向するテープ側縁部に取り付けられる左右一対のファスナーエレメン
ト列ＥＬと、左右のファスナーエレメント列ＥＬを噛合・分離させる本実施形態のスライ
ダー１０と、を備える。
【００１２】
　本実施形態のスライダー１０は、自動停止機能のない自由スライダーであって、図１に
示すように、スライダー胴体２０と、スライダー胴体２０に取り付けられる引手１１と、
を備える。
【００１３】
　引手１１は、図１に示すように、略中央で折り返されてループ状になっている紐状部材
１２と、紐状部材１２の揃えられた両端に形成される把持部１３と、を備える。本実施形
態の紐状部材１２は丸紐である。把持部１３は、例えば、合成樹脂の射出成形により形成
されている。なお、把持部１３はなくてもよく、その場合、紐状部材１２の揃えられた両
端は縛られるものとする。
【００１４】
　スライダー胴体２０は、図２～図５に示すように、上下方向に離間して並行に配置され
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る上翼板２１及び下翼板２２と、上翼板２１及び下翼板２２を前端部において連結する案
内柱２３と、下翼板２２の左右両側縁に沿って上方に向けて突設されるフランジ２４と、
を備える。これにより、スライダー胴体２０の前部には案内柱２３により分離された左右
の肩口２５が形成され、スライダー胴体２０の後部には後口２６が形成される。そして、
上翼板２１と下翼板２２との間には、左右の肩口２５と後口２６とを連通する略Ｙ字状の
エレメント案内路２７が形成され、このエレメント案内路２７は、不図示のファスナーエ
レメント列を挿通させる通路を構成する。また、スライダー胴体２０は、合成樹脂製又は
金属製である。
【００１５】
　そして、図１及び図２に示すように、スライダー胴体２０の上翼板２１の上面には、引
手１１を取り付けるための引手取付部３０が形成されている。
【００１６】
　引手取付部３０は、図２～図５に示すように、上翼板２１の上面に突設される左右一対
の縦材（第１部材）３１Ｌ，３１Ｒと、左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの上端部間を左右方向
に連結する横材（第２部材）３２と、を有する。そして、上翼板２１の上面と左右の縦材
３１Ｌ，３１Ｒにより、引手１１の紐状部材１２を挿通させるための引手挿通路２８が形
成される。
【００１７】
　縦材３１Ｌ，３１Ｒは、横材３２により連結される基部３３と、基部３３から前方及び
後方の両方に向けて延設される壁部３４と、を有する。なお、図３及び図４中の一点鎖線
は、基部３３と前方の壁部３４との境界線、及び基部３３と後方の壁部３４との境界線で
ある。そして、横材３２の前後方向幅Ｌ２は、縦材３１Ｌ，３１Ｒの前後方向幅Ｌ１に比
べて小さく形成される。また、基部３３は、縦材３１Ｌ，３１Ｒにおいて、縦材３１Ｌ，
３１Ｒと横材３２が連結する部分から、横材３２の前後方向幅Ｌ２と同じ寸法で左右方向
及び上下方向に延設された部分である。
【００１８】
　そして、図３及び図５に示すように、左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの互いに対向する側面
（幅方向内側面）は傾斜面３５にそれぞれ形成されており、左右の傾斜面３５の上端部間
の間隔Ｓ１は、左右の傾斜面３５の下端部間の間隔Ｓ２よりも大きく設定されている。ま
た、左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの幅方向外側面は、左右方向内側に凹となる凹曲面３６に
それぞれ形成される。
【００１９】
　また、図４に示すように、左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの上面３７は、縦材３１Ｌ，３１
Ｒの上下方向幅Ｔが前端側及び後端側に向かって漸減するように形成されている。
【００２０】
　また、図３及び図４に示すように、横材３２は、縦材３１Ｌ，３１Ｒの左右方向幅Ｗが
最大となる位置、且つ縦材３１Ｌ，３１Ｒの上下方向幅Ｔが最大となる位置に配置されて
いる。また、横材３２は、左右方向中央の上下方向幅が最も高くなるようにアーチ状に形
成されている。
【００２１】
　そして、引手１１は、その紐状部材１２の折り返し部を引手挿通路２８内に後方から挿
入した後、紐状部材１２の折り返し部を横材３２の上方を通過させつつ横材３２よりも後
方に引き出し、引き出された折り返し部に引手１１の把持部１３を挿通させることにより
、横材３２に取り付けられる。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、引
手取付部３０は、上翼板２１の上面に突設される左右一対の縦材３１Ｌ，３１Ｒと、左右
一対の縦材３１Ｌ，３１Ｒの上端部間を左右方向に連結する横材３２と、を有し、縦材３
１Ｌ，３１Ｒは、横材３２により連結される基部３３と、基部３３から前方及び後方の両
方に向けて延設される壁部３４と、を有し、引手１１の紐状部材１２が横材３２に取り付
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けられる。このため、引手１１を横材３２に取り付ける際に、引手１１の紐状部材１２が
左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの壁部３４により案内されるので、引手１１の紐状部材１２を
引手取付部３０内に容易に挿入することができ、引手１１を引手取付部３０に容易に取り
付けることができる。また、縦材３１Ｌ，３１Ｒが壁部３４を有するため、引手取付部３
０の強度を向上することができる。
【００２３】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、縦材３１Ｌ，３１
Ｒが前方及び後方の両方に向けて延びる壁部３４を有する。このため、引手１１を横材３
２に取り付ける際に、前方及び後方のどちらから挿入したとしても引手１１の紐状部材１
２が壁部３４により案内されるので、引手１１の紐状部材１２を引手取付部３０内に更に
容易に挿入することができ、引手１１を引手取付部３０に更に容易に取り付けることがで
きる。
【００２４】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、左右の縦材３１Ｌ
，３１Ｒの互いに対向する側面が傾斜面３５にそれぞれ形成され、左右の傾斜面３５の上
端部間の間隔Ｓ１が、左右の傾斜面３５の下端部間の間隔Ｓ２よりも大きく設定されるた
め、左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの上端部側が下端部側より広く形成されている。これによ
り、傾斜面３５により引手１１の紐状部材１２が案内されるため、引手１１の紐状部材１
２を引手取付部３０内に更に容易に挿入することができ、引手１１を引手取付部３０に更
に容易に取り付けることができる。
【００２５】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、横材３２が、縦材
３１Ｌ，３１Ｒの左右方向幅Ｗが最大となる位置に配置されるため、引手取付部３０の強
度を更に向上することができる。
【００２６】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、縦材３１Ｌ，３１
Ｒの上面３７が、縦材３１Ｌ，３１Ｒの上下方向幅Ｔが前端側及び後端側に向かって漸減
するように形成されるため、スライダー１０の手触りと意匠性を向上することができる。
また、横材３２が、縦材３１Ｌ，３１Ｒの上下方向幅Ｔが最大となる位置に配置されるた
め、横材３２と上翼板２１との間隔を大きくすることができる。これにより、引手１１の
紐状部材１２を引手取付部３０内に更に容易に挿入することができ、引手１１を引手取付
部３０に更に容易に取り付けることができる。さらに、横材３２が、縦材３１Ｌ，３１Ｒ
の上下方向幅Ｔが最大となる位置に配置されるため、横材３２の上下方向の厚さの設計の
自由度を向上することができる。なお、横材３２の厚さを大きくすると、引手取付部３０
の強度を向上することができる。
【００２７】
　次に、本実施形態の変形例として、図６～図８に示すように、引手１１の代わりに引手
１１Ｂを使用してもよい。この引手１１Ｂは、紐状部材である帯状部材１２Ｂを有し、こ
の帯状部材１２Ｂは、織製された折り曲げ可能な帯状体であり、把持部としてスライダー
前後方向に配置される第１帯部１４ａと、第１帯部１４ａよりも前後方向長さの短い第２
帯部１４ｂと、第１及び第２帯部１４ａ，１４ｂ間を連結し、第１及び第２帯部１４ａ，
１４ｂよりも幅の狭い折返し部１４ｃと、を有する。
【００２８】
　また、第１帯部１４ａの一方面には、複数のループ１４ｄが形成され、第２帯部１４ｂ
の一方面には、第１帯部１４ａの複数のループ１４ｄと係脱可能な複数のフック１４ｅが
形成されており、第１及び第２帯部１４ａ，１４ｂにより面ファスナーが構成されている
。なお、第１帯部１４ａに複数のフック１４ｅを形成し、第２帯部１４ｂに複数のループ
１４ｄを形成しても構わない。指先などで把持した際の手触りを向上するには、把持部と
なる第１帯部１４ａにループ１４ｄを形成することが好ましい。
【００２９】
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　そして、引手１１Ｂは、第１帯部１４ａを引手挿通路２８内に後方から挿入した後、第
１帯部１４ａを横材３２の上方を通るように後方に折り返し、第１帯部１４ａのループ１
４ｄと第２帯部１４ｂのフック１４ｅとを係合させることにより、横材３２に取り付けら
れる。
【００３０】
　また、本変形例では、図６～図８に示すように、引手取付部３０の横材３２の前面及び
後面に凹部３２ａがそれぞれ形成されている。これにより、横材３２に取り付けられた引
手１１Ｂが凹部３２ａ内に嵌り込むため、引手１１Ｂを左右方向中央に位置決めすること
ができる。また、本変形例では、左右の縦材３１Ｌ，３１Ｒの幅方向外側面は、左右方向
外側に凸となる凸曲面３８にそれぞれ形成される。
【００３１】
（第２実施形態）
　次に、図９～図１２を参照して、本発明に係るスライドファスナー用スライダーの引手
の第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と同一又は同等部分については、
図面に同一或いは同等符号を付してその説明を省略或いは簡略化する。
【００３２】
　本実施形態では、図９及び図１０に示すように、スライダー胴体２０の上翼板２１の上
面に、上記引手取付部３０の代わりに引手取付部４０が形成されており、この引手取付部
４０に引手１１Ｃが取り付けられている。
【００３３】
　引手取付部４０は、図９～図１２に示すように、上翼板２１の上面に突設される左右一
対の縦材（第１部材）４１Ｌ，４１Ｒと、左右の縦材４１Ｌ，４１Ｒの上端部間を左右方
向に連結する横材（第２部材）４２と、を有する。そして、上翼板２１の上面と左右の縦
材４１Ｌ，４１Ｒにより、引手１１の紐状部材１２を挿通させるための引手挿通路２８が
形成される。
【００３４】
　縦材４１Ｌ，４１Ｒは、横材４２により連結される基部４３と、基部４３から後方に向
けて延設される壁部４４と、を有する。また、縦材４１Ｌ，４１Ｒの前端面と横材４２の
前端面は面一に形成されている。また、本実施形態の基部４３は、上記第１実施形態の基
部３３よりもスライダー前方に配置されている。なお、図１０中の一点鎖線は、基部４３
と壁部４４との境界線である。
【００３５】
　引手１１Ｃは、図９～図１１に示すように、引手取付部４０の引手挿通路２８に挿入さ
れる紐状部材１２Ｃと、紐状部材１２Ｃの前端部に取り付けられる第１引手主体部１５ａ
と、紐状部材１２Ｃの後端部に取り付けられる第２引手主体部１５ｂと、を備える。第１
及び第２引手主体部１５ａ，１５ｂは、合成樹脂製であり、紐状部材１２Ｃに接着、溶着
、射出成形などにより取り付けられる。
【００３６】
　第１引手主体部１５ａは、略直方体形状であり、図１０に示すように、引手１１Ｃが引
手取付部４０から抜けないように、引手１１Ｃが後方に引っ張られた際に縦材４１Ｌ，４
１Ｒの前端面と横材４２の前端面に当接するように構成されている。
【００３７】
　第２引手主体部１５ｂは、略直方体形状であり、図１１に示すように、引手１１Ｃが引
手取付部４０から抜けないように、引手１１Ｃが前方に引っ張られた際に横材４２の後端
面に当接するように構成されている。また、第２引手主体部１５ｂは、引手１１Ｃが前方
に引っ張られた際に左右の縦材４１Ｌ，４１Ｒの壁部４４間に嵌り込むように形成されて
いる。
【００３８】
　また、図９～図１２に示すように、引手取付部４０の横材４２の下面に凹部４２ａが形
成されている。これにより、引手取付部４０に挿通された引手１１Ｃの紐状部材１２Ｃが
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凹部４２ａ内に嵌り込むため、紐状部材１２Ｃが左右方向中央に位置決めされ、引手１１
Ｃの前後の移動を案内することができる。
【００３９】
　また、図１２に示すように、左右の縦材４１Ｌ，４１Ｒの互いに対向する側面（幅方向
内側面）は傾斜面４５にそれぞれ形成されており、左右の傾斜面４５の上端部間の間隔Ｓ
１は、左右の傾斜面４５の下端部間の間隔Ｓ２よりも大きく設定されている。また、左右
の縦材４１Ｌ，４１Ｒの幅方向外側面は、左右方向内側に凹となる凹曲面４６にそれぞれ
形成される。
【００４０】
　また、図９及び図１０に示すように、左右の縦材４１Ｌ，４１Ｒの上面４７は、縦材４
１Ｌ，４１Ｒの上下方向幅Ｔが後端側に向かって漸減するように形成されている。
【００４１】
　また、図１０及び図１２に示すように、横材４２は、縦材４１Ｌ，４１Ｒの左右方向幅
Ｗが最大となる位置、且つ縦材４１Ｌ，４１Ｒの上下方向幅Ｔが最大となる位置に配置さ
れている。また、横材４２は、左右方向中央の上下方向幅が最も高くなるようにアーチ状
に形成されている。
【００４２】
　以上説明したように、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、引
手取付部４０は、上翼板２１の上面に突設される左右一対の縦材４１Ｌ，４１Ｒと、左右
一対の縦材４１Ｌ，４１Ｒの上端部間を左右方向に連結する横材４２と、を有し、縦材４
１Ｌ，４１Ｒは、横材４２により連結される基部４３と、基部４３から後方に向けて延設
される壁部４４と、を有し、引手１１Ｃの紐状部材１２Ｃが横材４２に取り付けられる。
このため、引手１１の紐状部材１２Ｃを引手取付部４０内に挿入する際に、紐状部材１２
Ｃが左右の縦材４１Ｌ，４１Ｒの壁部４４により案内されるので、引手１１Ｃの紐状部材
１２Ｃを引手取付部４０内に容易に挿入することができ、引手１１Ｃを引手取付部４０に
容易に取り付けることができる。また、縦材４１Ｌ，４１Ｒが壁部４４を有するため、引
手取付部４０の強度を向上することができる。
【００４３】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、左右の縦材４１Ｌ
，４１Ｒの互いに対向する側面が傾斜面４５にそれぞれ形成され、左右の傾斜面４５の上
端部間の間隔Ｓ１が、左右の傾斜面４５の下端部間の間隔Ｓ２よりも大きく設定されるた
め、左右の縦材４１Ｌ，４１Ｒの上端部側が下端部側より広く形成されている。これによ
り、傾斜面４５により引手１１Ｃの紐状部材１２Ｃが案内されるため、引手１１Ｃの紐状
部材１２Ｃを引手取付部４０内に更に容易に挿入することができ、引手１１Ｃを引手取付
部４０に更に容易に取り付けることができる。
【００４４】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、横材４２が、縦材
４１Ｌ，４１Ｒの左右方向幅Ｗが最大となる位置に配置されるため、引手取付部４０の強
度を更に向上することができる。
【００４５】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、縦材４１Ｌ，４１
Ｒの上面４７が、縦材４１Ｌ，４１Ｒの上下方向幅Ｔが後端側に向かって漸減するように
形成されるため、スライダー１０の手触りと意匠性を向上することができる。また、横材
４２が、縦材４１Ｌ，４１Ｒの上下方向幅Ｔが最大となる位置に配置されるため、横材４
２と上翼板２１との間隔を大きくすることができる。これにより、引手１１Ｃの紐状部材
１２Ｃを引手取付部４０内に更に容易に挿入することができ、引手１１Ｃを引手取付部４
０に更に容易に取り付けることができる。さらに、横材４２が、縦材４１Ｌ，４１Ｒの上
下方向幅Ｔが最大となる位置に配置されるため、横材４２の上下方向の厚さの設計の自由
度を向上することができる。なお、横材４２の厚さを大きくすると、引手取付部４０の強
度を向上することができる。
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　その他の構成及び作用効果については、上記第１実施形態と同様である。
【００４６】
（第３実施形態）
　次に、図１３～図１５を参照して、本発明に係るスライドファスナー用スライダーの引
手の第３実施形態について説明する。なお、第１実施形態と同一又は同等部分については
、図面に同一或いは同等符号を付してその説明を省略或いは簡略化する。
【００４７】
　本実施形態では、図１３及び図１４に示すように、スライダー胴体２０の上翼板２１の
上面に、上記引手取付部３０の代わりに引手取付部５０が形成されている。また、本実施
形態では、引手取付部５０に、例えば、図１に示す引手１１が取り付けられるものとする
。
【００４８】
　引手取付部５０は、図１３～図１５に示すように、上翼板２１の上面に突設される左右
一対の縦材（第１部材）５１Ｌ，５１Ｒと、左右の縦材５１Ｌ，５１Ｒの上端部間を左右
方向に連結する横材（第２部材）５２と、を有する。そして、上翼板２１の上面と左右の
縦材５１Ｌ，５１Ｒにより、引手１１の紐状部材１２を挿通させるための引手挿通路２８
が形成される。
【００４９】
　縦材５１Ｌ，５１Ｒは、横材５２により連結される基部５３と、基部５３から前方及び
後方の両方に向けて延設される壁部５４と、を有する。なお、図１４中の一点鎖線は、基
部５３と前方の壁部５４との境界線、及び基部５３と後方の壁部５４との境界線である。
【００５０】
　以上説明したように、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、引
手取付部５０は、上翼板２１の上面に突設される左右一対の縦材５１Ｌ，５１Ｒと、左右
一対の縦材５１Ｌ，５１Ｒの上端部間を左右方向に連結する横材５２と、を有し、縦材５
１Ｌ，５１Ｒは、横材５２により連結される基部５３と、基部５３から前方及び後方の両
方に向けて延設される壁部５４と、を有し、引手１１の紐状部材１２が横材５２に取り付
けられる。このため、引手１１を横材５２に取り付ける際に、引手１１の紐状部材１２が
左右の縦材５１Ｌ，５１Ｒの壁部５４により案内されるので、引手１１の紐状部材１２を
引手取付部５０内に容易に挿入することができ、引手１１を引手取付部５０に容易に取り
付けることができる。また、縦材５１Ｌ，５１Ｒが壁部５４を有するため、引手取付部５
０の強度を向上することができる。
【００５１】
　また、本実施形態のスライドファスナー用スライダー１０によれば、縦材５１Ｌ，５１
Ｒが前方及び後方の両方に向けて延びる壁部５４を有する。このため、引手１１を横材５
２に取り付ける際に、前方及び後方のどちらから挿入したとしても引手１１の紐状部材１
２が壁部５４により案内されるので、引手１１の紐状部材１２を引手取付部５０内に更に
容易に挿入することができ、引手１１を引手取付部５０に更に容易に取り付けることがで
きる。
　その他の構成及び作用効果については、上記第１実施形態と同様である。
【００５２】
　なお、本発明は上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　　１０　　スライドファスナー用スライダー
　　１１　　引手
　　１１Ｂ　引手
　　１１Ｃ　引手
　　１２　　紐状部材
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　　１２Ｂ　帯状部材（紐状部材）
　　１２Ｃ　紐状部材
　　２０　　スライダー胴体
　　２１　　上翼板
　　２２　　下翼板
　　２３　　案内柱
　　２８　　引手挿通路
　　３０　　引手取付部
　　３１Ｌ　縦材（第１部材）
　　３１Ｒ　縦材（第１部材）
　　３２　　横材（第２部材）
　　３２ａ　凹部
　　３３　　基部
　　３４　　壁部
　　３５　　傾斜面
　　３７　　上面
　　４０　　引手取付部
　　４１Ｌ　縦材（第１部材）
　　４１Ｒ　縦材（第１部材）
　　４２　　横材（第２部材）
　　４２ａ　凹部
　　４３　　基部
　　４４　　壁部
　　４５　　傾斜面
　　４７　　上面
　　５０　　引手取付部
　　５１Ｌ　縦材（第１部材）
　　５１Ｒ　縦材（第１部材）
　　５２　　横材（第２部材）
　　５３　　基部
　　５４　　壁部
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